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(54)【発明の名称】地下構造物の安定度の判定方法および判定装置

(57)【要約】

【課題】  海底トンネル等、海水が含まれた漏水がある

地下構造物の海水浸入に対する安定度を簡便に判定す

る。

【解決手段】  漏水流量と、該漏水中に含まれるナトリ

ウムイオンの濃度を通年を通して測定してこれを基礎デ

ータとし、漏水流量については基礎データの範囲内であ

るが、ナトリウムイオンの濃度が基礎データの範囲から

逸脱したものである場合に、地下構造物の安定度が損な

われたと判定する。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  地下水に海水を含んだ漏水のある地下構

造物の安定度を判定するにあたり、漏水中の海水成分の

正常時の濃度を測定してこの変化状態を基礎データとし

て予め求めておき、該基礎データから逸脱した海水成分

の濃度が測定された場合に、これを地下構造物の安定度

が低下したものと判定するようにしたことを特徴とする

地下構造物の安定度の判定方法。

【請求項２】  地下水に海水を含んだ漏水のある地下構

10造物の安定度を判定するにあたり、漏水中の海水成分の

正常時の濃度の測定値を基礎データとして記憶するデー

タ記憶手段、海水成分の濃度を測定する濃度測定手段、

該濃度測定手段で測定された海水成分の濃度が前記記憶

された基礎データから逸脱したものである場合に、これ

を地下構造物の安定度が低下したものと判定する安定度

判定手段を備えて構成したことを特徴とする地下構造物

の安定度の判定装置。

【請求項３】  請求項１または２において、基礎データ

は、１年を通して測定されたデータであることを特徴と

20する地下構造物の安定度の判定方法または判定装置。

【請求項４】  請求項１、２または３において、濃度測

定される海水成分は、ナトリウムイオンであることを特

徴とする地下構造物の安定度の判定方法または判定装

置。

【請求項５】  請求項１、２、３または４において、基

礎データを測定するにあたり、漏水の流量も合わせて測

定するものとし、該測定された漏水流量が正常時の漏水

流量から逸脱していると判断される場合には、そのとき

測定された海水成分の濃度測定値を基礎データには用い

30ないようにしたことを特徴とする地下構造物の安定度の

判定方法または判定装置。

【請求項６】  請求項１、２、３、４または５におい

て、地下構造物の安定度の判定をするにあたり、漏水の

流量も合わせて測定するものとし、該測定された漏水流

量が正常時の漏水流量から逸脱していると判断される場

合には、そのとき測定された海水成分の濃度測定値を地

下構造物の安定度の判定をするための測定値には用いな

いようにしたことを特徴とする地下構造物の安定度の判

定方法または判定装置。

40【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、海底トンネル等の

地下構造物のように海底や海岸近傍にあって、地下水に

海水を含む漏水があるところに築造された地下構造物の

安定度の判定方法および判定装置の技術分野に属するも

のである。

【０００２】

【従来技術】こんにち、地下水面や海面より低い位置に

トンネルやボックスカルバート等の地下構造物を築造す

50ることが頻繁に行われ、このような地下構造物では、漏

出した水の自然排水ができない場合が多く、このときに

は地下構造物の水没を避けるため漏出した水を動力を使

って地上に人工的に排出することが要求される。この様

な地下構造物において、海水による浸食を受けて地下構

造物自体の劣化が進行する等して地下構造物の安定度が

低下することが想定され、このような安定度の低下をそ

のまま放置しておくと、大量の海水による浸水につなが

る惧れがあり、早期の補修が必要となる。

【０００３】

10 【発明が解決しようとする課題】このため、このような

地下構造物については、定期的に安定度の判定検査をす

ることが提唱されるが、このような判定検査を簡便にす

ることは事実上難しく、このような判定検査をするため

には、高価な検査機器と多数の作業員とが必要なうえ、

判定のための時間も長くかかるという問題があり、ここ

に本発明の解決すべき課題がある。

【０００４】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記のような

実情に鑑み、これらの課題を解決することを目的として

20 創作されたものであって、第一の発明は、地下水に海水

を含んだ漏水のある地下構造物の安定度を判定するにあ

たり、漏水中の海水成分の正常時の濃度を測定してこの

変化状態を基礎データとして予め求めておき、該基礎デ

ータから逸脱した海水成分の濃度が測定された場合に、

これを地下構造物の安定度が低下したものと判定するよ

うにしたことを特徴とする地下構造物の安定度の判定方

法である。また第二の発明は、地下水に海水を含んだ漏

水のある地下構造物の安定度を判定するにあたり、漏水

中の海水成分の正常時の濃度の測定値を基礎データとし

30 て記憶するデータ記憶手段、海水成分の濃度を測定する

濃度測定手段、該濃度測定手段で測定された海水成分の

濃度が前記記憶された基礎データから逸脱したものであ

る場合に、これを地下構造物の安定度が低下したものと

判定する安定度判定手段を備えて構成したことを特徴と

する地下構造物の安定度の判定装置である。そしてこの

ようにすることにより、正常時の海水成分の濃度を基礎

データとして求めておけば、以降は、この基礎データか

ら逸脱した海水成分の濃度が測定されるだけで簡単に地

下構造物の安定度の判定ができることになり、判定作業

40 の簡略化および効率化を図ることができるようになる。

これらにおいて、基礎データは、１年を通して測定され

たデータであることを特徴とすることができ、このよう

にすることで、１年間を通しての判定が可能となる。こ

のものにおいて、濃度測定される海水成分は、ナトリウ

ムイオンであることを特徴とすることができ、このよう

にした場合には、海水成分として濃度の高いものを用い

ての判定ができて、判定精度の信頼性を高めることがで

きる。また、これらにおいて、基礎データを測定するに

あたり、漏水の流量も合わせて測定するものとし、該測

50 定された漏水流量が正常時の漏水流量から逸脱している

( 2 ) 特開２００２－２９４６８１
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と判断される場合には、そのとき測定された海水成分の

濃度測定値を基礎データには用いないようにしたことを

特徴とすることができ、このようにしたときには、基礎

データとしての信頼性が高まり、精度の高い地下構造物

の安定度の判定ができる。さらにまたこれらにおいて、

地下構造物の安定度の判定をするにあたり、漏水の流量

も合わせて測定するものとし、該測定された漏水流量が

正常時の漏水流量から逸脱していると判断される場合に

は、そのとき測定された海水成分の濃度測定値を地下構

10造物の安定度の判定をするための測定値には用いないよ

うにしたことを特徴とすることができ、このようにした

ときには、安定度判定をするにあたり、特異的な地下水

流量の変動があったときの判定の間違いを少なくして判

定の信頼性を向上することができる。

【０００５】

【発明の実施の形態】海底や海岸近傍に築造された地下

構造物には、地下水に海水を含む漏水が流入することに

着目し、海水由来の化学成分の濃度を測定して基礎デー

タとし、この基礎データを基準として現状の海水由来の

20化学成分の濃度状態を観測することで地下構造物の安定

度の判定ができることを確認し、本発明を完成した。こ

の場合に、漏水中の地下水分については、天候等、自然

環境による季節的な変動があるのに対して、海水分につ

いては、海底や海岸から地下構造物に至るまでの海水流

入経路が形成されている地盤等が地震等、格別のことが

ない限りは変化がないか変化があってもわずかであると

考えられることから、季節に左右されず１年を通じてほ

とんど一定であるものと推定され、そこで漏水組成成分

の濃度の季節的変動を予め測定してこれを通年の基礎デ

30ータとしてデータ化しておき、これと実際に測定した漏

水組成成分の濃度とを比較することによって地下構造物

の安定度を１年を通して検査できるようにしたものであ

る。そして本発明では、ある海底トンネルの漏水につい

て海水成分の一つであるナトリウムイオン濃度と漏水流

量とを複数年に亘って測定したところ、各測定位置によ

る特異差はあるものの、測定位置が同じであれば季節的

変化はほぼ一定していることを見出し、これを１年間の

基礎データとし、ナトリウムイオン濃度がこの基礎デー

タから逸脱（大きい方向に逸脱）した場合には、地下構

40造物の海水に対する安定度が低下したものと推定でき、

ここに本発明を完成したものである。このような基礎デ

ータについては、多数年の測定値を蓄積するほど信頼性

が向上することになり、そこで、安定度が高い、つまり

正常状態であると判断されたときの測定値を逐次蓄積

し、これを基礎データとして更新することが好ましい。

【０００６】流入した海水成分の濃度測定に用いられる

ものとしては、例えばナトリウムイオン（Ｎａ
＋
）、カ

リウムイオン（Ｋ
＋
）、マグネシウムイオン（Ｍ

ｇ
２ ＋

）、カルシウムイオン（Ｃａ
２ ＋

）等の陽イオ

50ン、塩化物イオン（Ｃｌ
－

50）、硫酸イオン（Ｓ

Ｏ４
２ －

）等の陰イオンの１種類または複数種類の濃度

を選択的に測定することで行われる。濃度測定するにあ

たって好ましい海水成分としては、海水に多量に含ま

れ、かつ、化学的に安定な成分であることが必要で、そ

の好適な例としてはナトリウムイオンまたは塩化物イオ

ンがこれに該当する。つまり、これら海水成分は地下水

中にも含まれているが、その含有量の差が大きいほど判

定誤差を減少させることになるからである。さらにま

た、本発明を実施するにあたり、精度をより向上させる

10 ためには、ナトリウムイオン１種類について判定するの

ではなく、複数種類の含有成分について判定できること

はいうまでもない。

【０００７】さらにまた、漏水中の地下水は、例えば台

風等で大雨が異常に降ったときや、干ばつ等で雨が異常

に少ないときには、地下水量の変動が大きく、通年の地

下水流量とはならない場合がある。このようなときの海

水成分の濃度についても通年の濃度からは逸脱するもの

となり、これに基づいて安定度の判定をすることは安定

度判定の信頼性を損なうことになる。そこで基礎データ

20 をつくる場合、並びに安定度判定をする場合に、地下水

流量が基礎データから逸脱していると判断された場合、

合わせて測定される海水成分の濃度を基礎データとして

採用しないことは勿論、安定度判定をするときの測定値

としても用いないようにし、これによって安定度判定の

信頼性を高めるようにすることが好ましい。

【０００８】

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を用いて

説明する。図１（Ａ）は在来の海底トンネルの概略縦断

面図、同（Ｂ）は概略横断面図であって、該海底トンネ

30 ルは、上り線本坑１、下り線本坑２、そして作業坑３の

３本から構成されている。そのうちの上下線の本坑１、

２は左右に並行状態で、かつ、軸方向の中間に向かうほ

ど深くなるこう配変更点を有する略Ｖ字形の傾斜状態で

築造されている。これに対して作業抗３は、前記本坑

１、２の軸方向中間位置では該本坑１、２よりも深く位

置するこう配変更点を有し、坑口はさらに深くなるよう

傾斜した略逆Ｖ字形に築造され、そして地上位置におい

てたて坑４、５が築造されている。そして上り線系統の

漏水は、両坑口から本坑ｆ、ｊ、本坑ｇ、ｈを経て上り

40 線本坑１のこう配変更点に達し、ここから一方に向けた

作業坑ｍを流れて該方のたて坑底ｎに達し、一方のたて

坑４の坑口にくみ上げ（ポンプ室による揚水）られて一

方の海岸に排出されるようになっている。これに対し、

下り線系統の漏水は、両坑口から本坑ａ、ｅ、本坑ｂ、

ｃを経て下り線本坑２のこう配変更点に達し、ここから

他方の作業坑ｋを流れて該方のたて坑底ｌに達し、他方

のたて坑５の坑口にくみ上げ（ポンプ室による揚水）ら

れて他方の海岸に排出されるようになっている。

【０００９】さて、前記の海底トンネルにおいて、前記

50 ａ～ｎの各測定位置についての漏水流量とナトリウムイ

( 3 ) 特開２００２－２９４６８１
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オン濃度との測定をしたが、いま、その代表として測定

位置ｆ～ｊの各位置について、異常がない（安定度が確

保されている状態である）ことを確認したうえで、複数

年（例えば５年程度）に亘って漏水の流量（ｍ
３
  ｄａ

ｙ
－ １

：立方メートル  日の－１乗）を三角ぜき法にて

測定すると共に、その漏水中のナトリウムイオン濃度

（μｇ  ｍＬ
－ １

：マイクログラム  ミリリットルの－

１乗）を測定（通常知られた測定手法を採用でき、その

ようなものとして例えば、イオン選択性電極での測定が

10ある）し、これら測定されたデータをプロットしたもの

を図２～図６に示す。これらプロットされたグラフ図を

観察すると、測定位置においての固有差はあるものの、

測定されたナトリウムイオン濃度（○印）と漏水流量

（△印）とは、各測定位置において凡そ一定の関係で季

節的に連続的な変化をしていることが観測され、このこ

とから、海水分の漏水流量は一定で、地下水分の流量に

は変化が認められるとの推論が正しいことが確認され、

斯かる各データを各測定対応観測位置での基本データと

し、このデータから逸脱したナトリウムイオン濃度が測

20定された場合には、海底トンネルの構造物の劣化が進行

する等して安定度が低下したものと判定する。その例と

して、測定位置ｉでは、ある年の７月に測定したナトリ

ウムイオン濃度（●印）が、漏水流量（▲印）について

は基礎データと変化が殆どないにも拘わらず、該当月の

基礎データの値から増加していることが観測され、これ

によって海底トンネル構造物の劣化が促進する等して海

水流量が増大したものと判定した。この判定結果の真偽

を調べるため、現場について詳細な検査をしたところ、

事実、トンネル構造物の劣化が進んで安定度が損なわれ

30ていることが確認され、本発明の信頼度が高いことが確

認された。

【００１０】一方、測定位置ｊについて、ある年の１０

月に測定したナトリウムイオン濃度（●印）と漏水流量

（▲印）とが基礎データから逸脱していることが観測さ

れた。この年の８月は干ばつで特に雨量が少なく、この

ため、地下水流量が少なくなり、この結果、漏水流量は

減少したものの、流入する海水流量には変化がないため

ナトリウムイオンの濃度が増加して異常値と判断された

ものと判定した。この判定結果の真偽を調べるため、現

40場において詳細な検査をしたところ、事実、トンネル構

造物は劣化が進んでおらず安定度が高いままのものであ

ることが確認され、このような対応をすることで本発明

の信頼度が高くなることが確認された。

【００１１】次に、図７には安定度の判定装置が示され

るが、該判定装置６は、前記海水成分であるナトリウム

イオン濃度と漏水流量とのデータを入力して地下構造物

の安定度の判定をするものであるが、このものは、書換

え可能な記憶部を備えたマイクロコンピューターを制御

部７として備えて構成されている。記憶部には、前記ａ

～ｎの各測定位置での漏水流量とナトリウムイオン濃度

との基礎データが入力されている。さらに制御部７に

は、前記ａ～ｎの各測定位置の選択入力、各種データの

入力、測定日が入力できる入力操作具８と、ナトリウム

イオン濃度を測定するためのセンサー（例えばイオン選

択性電極）９とが入力インターフェース側に接続されて

いる。そして、前記ａ～ｎの測定位置を選択入力すると

10 共に測定日を入力し、さらにセンサー９で測定した漏水

のナトリウムイオン濃度の測定値を入力すると、制御部

７は、これら入力結果と予め記憶されている基礎データ

とを比較判断し、ナトリウムイオン濃度が基礎データか

ら逸脱していると判断された場合には、安定度が低いと

してその旨を表示部１０で表示するようになっている。

【００１２】因みに、安定度の判定基準であるが、例え

ば複数年についての同一日での測定値（漏水の性格上、

日単位の測定値には大きな変化がないと考えられること

から、測定値について例えば月単位で大きく取りまとめ

20 てもよい）を母集団として平均値を求め、該平均値から

の偏差により正常、異常の判定をするようにしても勿論

よい。

【図面の簡単な説明】

【図１】（Ａ）は海底トンネルの概略縦断面図、（Ｂ）

は同概略横断面図である。

【図２】測定位置ｆにおいての漏水流量と該漏水中のナ

トリウムイオン濃度とをプロットしたグラフ図である。

【図３】測定位置ｇにおいての漏水流量と該漏水中のナ

トリウムイオン濃度とをプロットしたグラフ図である。

30 【図４】測定位置ｈにおいての漏水流量と該漏水中のナ

トリウムイオン濃度とをプロットしたグラフ図である。

【図５】測定位置ｉにおいての漏水流量と該漏水中のナ

トリウムイオン濃度とをプロットしたグラフ図である。

【図６】測定位置ｊにおいての漏水流量と該漏水中のナ

トリウムイオン濃度とをプロットしたグラフ図である。

【図７】地下構造物の安定度判定装置のブロック回路図

である。

【符号の説明】

１、２  海底トンネルの本坑

40 ３      海底トンネルの作業坑

４、５  たて坑

６      測定装置

７      制御部

８      入力操作具

９      センサー

１０      表示部
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【図１】

【図２】

【図７】
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【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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